
定例記者会見 【令和５年１１月】 

令和 5年 11 月 24 日(金)10 時 30 分～12 時 00 分 

中津川市役所４階 大会議室 

公 表 項 目  

①令和５年第５回中津川市議会（定例会）提出予定議案

 ························· （総務部）P.１ 

②令和５年１２月補正予算の概要

 ························· （総務部）P.７ 

③令和５年１２月の主な行事予定

・一般行事  ····················· （政策推進部）P.16 

・学校関係  ····················· （教育委員会）P.18 

・幼稚園、保育園、こども園関係  ············ （教育委員会）P.20 

④その他

次回開催日 

令和 5 年 12 月 21 日（木） 

11：00～ 

中津川市役所４階 大会議室 



令和5年11月24日 

令和５年第５回中津川市議会（定例会） 

提出予定議案 

令和５年第５回中津川市議会（定例会）に、条例８件、その他１１件、補正予算

６件、合計２５件の議案を提出します。 

（条 例） 

１、中津川市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

人事院勧告に基づき、民間事業者との給与較差解消に対応した給与改定を行うため、国家公務員の

給与改正に準拠し、改正を行う。

①中津川市職員の給与に関する条例の一部改正 

ⅰ 給料表を改定し、初任給及び給料月額を引き上げる。

大卒初任給を１１，０００円、高卒初任給を１２，０００円引き上げる。

給料表の改訂は若年層に重点を置き、改定率を逓減させる形で引き上げる。 

ⅱ 職員のボーナスの支給月数を年間4.4月分 ⇒ 4.5月分とする。 

ⅲ 定年前再任用短時間勤務職員のボーナスを年間2.3月分 ⇒ 2.35月分とする。 

ⅳ その他所要の改正を行う。 

②中津川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

・特定任期付職員のボーナスを年間3.3月分 ⇒ 3.4月分とする。 

※ 対象職員無し。 

③中津川市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 

・特別職のボーナスを年間4.15月分 ⇒ 4.25月分とする。 

④中津川市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正 

・議員のボーナスを年間4.25月分 ⇒ 4.35月分とする。 

⑤施行期日 

・公布の日（令和５年４月１日から適用） 

 給料表の改定、期末勤勉手当の改定（１２月分の引き上げ） 

・令和６年４月１日 

期末勤勉手当の改定（６月分、１２月分の平準化） 

中津川市 定例記者会見資料 
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２、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて 

地方自治法の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備する。

・地方自治法の一部改正に伴い、国の非常勤職員の取扱いとの均衡及び適正な処遇の確保の

観点から、会計年度任用職員に対し勤勉手当の支給を可能とするほか、所要の規定の整備を

行う。

・改正の主な内容

①中津川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

・任期が６月以上の会計年度任用職員の勤勉手当に関する条文を追加する。

②次の５条例について、所要の規定の整理を行う。

・中津川市監査委員条例

・中津川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

・中津川市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

・中津川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

・中津川市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

・施行期日 令和６年４月１日

３、中津川市消防本部消防手数料条例の一部改正について【初日議決】 

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴い、改正する。

・高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関

する政令が改正され、認定高度保安実施者（ＡＩやドローン等のテクノロジーを活用しつ

つ、自立的に高度な保安を確保できる事業者）が行う完成検査が手数料の減額対象となった

ため、関係する箇所の整備を行う。

・施行期日 令和５年１２月２１日

４、中津川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」と

いう。）等の一部改正に伴い、改正する。

①情報連携に係る規定の見直し

行政運営の効率化と迅速化を図るため、番号利用法の別表第２を削除し、政令で規定する

ことにより情報連携が可能とされたため、本条例中、削除される別表第２を引用している箇

所を整備する。

②独自利用規定の見直し

福祉医療費助成の審査は、令和６年秋に健康保険証がマイナンバーカードに一本化された

後、原則としてマイナンバーカードを利用した情報連携により確認することとなる。福祉医

療費助成に関する事務は、市が独自に行う事務として条例で定めるものであるため、全ての

福祉医療費助成に関する事務で情報連携できるように番号利用条例に規定する。

・改正の内容

①番号利用法別表第２の引用部分を削除し、新たに定義する用語「特定個人番号利用事務」
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又は「利用特定個人情報」とする。

②番号利用条例別表１で福祉医療費助成に関する事務を限定する「重度心身障害者並びに

母子家庭等及び父子家庭に係る」を削除する。

・施行期日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日

５、中津川市国民健康保険条例の一部改正について 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、改正する。

・国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出

産した被保険者（以下「出産被保険者」という。）に係る国民健康保険料の所得割及び被保

険者均等割額の軽減措置が講じられる。 

・改正の内容 

出産被保険者に係る産前産後期間相当分４か月間（出産被保険者の出産予定日の属する

月の前月から出産予定月の翌々月までの期間）の保険料の所得割額、均等割額を減額す

る。 

・施行期日 令和６年１月１日

６、中津川市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について 

子どもの医療費助成の対象年齢を１５歳から１８歳までに引き上げるため、改正する。

・国は、自治体が行う子ども医療費助成について、無料化などの対象要件の緩和に取り組みや

すくすることを目的に、国民健康保険の減額調整措置を廃止する方針を示した。 

当市においても国の少子化対策に呼応し、子育てに係る経済的支援強化のひとつとして、

子どもの医療費助成の対象年齢を１５歳から１８歳までに引き上げるため、改正を行う。

・改正の主な内容 

・子どもの有効期間を「１５歳」から「１８歳」に改める。

・施行期日 令和６年４月１日

７、中津川市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

総合病院中津川市民病院の病床数の変更等に伴い、改正する。

①総合病院中津川市民病院は現在３６０床のうち４４床が休床状態であり、倉庫や更衣室な

どで利用していたが、保健所による医療監視において「病棟の目的外使用」との指導を受け

たため、改正する。 

②地方自治法の一部改正により条ずれが生ずる。 

・改正の内容 

①総合病院中津川市民病院の病床数を３６０床から３１６床へ変更する。 

②条ずれの対応。 

・施行期日 ①令和６年１月１日 

 ②令和６年４月１日
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８、中津川市市営住宅条例等の一部改正について 

家族形態の多様化への対応及び入居率の向上を図るため、改正する。

・岐阜県パートナーシップ宣誓制度の運用が９月から開始されたことや市営住宅等の一部に

ついて入居率が低い状況にあることから、家族形態の多様化への対応及び入居率の向上を

図るため、市営住宅、地域優良賃貸住宅等及び単独住宅の入居要件を見直す。 

①改正の主な内容 

・市営住宅等にパートナーシップ宣誓者世帯を入居可能とする。 

・地域優良賃貸住宅等及び単独住宅に、ひとり親世帯を入居可能とする。 

②上記改正内容について、次の４条例を改正する 

・中津川市市営住宅条例 

・中津川市特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅管理条例 

・中津川市若者定住促進住宅管理条例 

・中津川市市営単独住宅管理条例 

・施行期日 令和６年１月１日

（その他） 

１、財産の取得について 

中津川西部テクノパーク整備事業用地として、土地を取得する。

・財産の種別 土地 

・所在地、地目及び面積

所 在 地 地目 面積(平方ﾒｰﾄﾙ) 

中津川市茄子川字二ツ岩４０４番２ 原野 ４２０.１７

中津川市茄子川字二ツ岩４０４番３ 山林 ６，５５０.４２

中津川市茄子川字二ツ岩４０５番４ 山林 １，４８８.２５

中津川市茄子川字二ツ岩４１３番１ 
山林 ８，４５４.０６

ため池 ２８９.００

中津川市茄子川字西通４４８番４５ 原野 １，７４３.７４

中津川市茄子川字西通４４８番４７ 原野 ９８２.００

中津川市茄子川字西通４４８番４８ 原野 １６７.００

合 計 面 積 ２０，０９４.６４

・取得金額 ３２，１３８，４４０円

・取得の相手方 個人（８名）
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２、訴えの提起について【初日議決】 

市が支払った給付費の過払分の返還を求める訴えを提起する。

・相手方 市内障がい者就労支援事業者

・事件名 不当利得返還等請求事件

・事件の概要 市内障がい者就労支援事業者（以下「甲」という。）は、就労継続支援Ａ型事

業を営む事業者であり、障がい者に対し就労継続支援の障害福祉サービスを

提供した際には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づき、市に対して訓練等給付費を請求することができる。市は、甲か

らの請求に対し平成２９年２月サービス提供分より訓練等給付費を給付して

いた。

令和３年１１月２５日に岐阜県が甲に対する実地指導を行ったところ、平成

３０年３月から令和３年１１月までの間、就労継続支援Ａ型計画が未作成で

あり、その場合は訓練等給付費を減算して請求すべきところを減算しないま

ま請求していることが判明した。訓練等給付費を再計算した結果、本来受給可

能であった金額３,１７０万８００円と実際に甲が受領した金額５,５２９万

９,７７０円の差額２,３５９万８,９７０円が過払いとなった。 

そこで、中津川市は甲に対し過払い金の返還を請求したが応じないため、令

和５年５月に裁判所に対して国、県負担分１,７６９万９,２２８円を除いた市

負担分５８９万９,７４２円の仮差押えの申し立てを行い、同年８月２２日に

差押命令が発出された。その後甲の代表者及び代理人弁護士へ連絡を試みる

も音信不通となったため、本訴を提起する。

３、市有墓地の廃止について 

狐塚墓地（手賀野）

・狐塚墓地のすべての使用者から墓地返還届が提出され、墓石の撤去も確認できたことから廃

止する。

４～１１、指定管理者の指定について 

施設の管理を指定管理者に行わせるため、指定する。 

・議 案 数  ８議案 

・指定施設数 １７施設 

・指定期間 令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

（下表中※印の施設は、令和６年４月１日～令和９年３月３１日） 

議
案

施
設
数

施  設  名 指  定  先 

4 1 中津川市苗木公民館 ※ 苗木地域まちづくり推進協議会 

5 
2 中津川市付知公民館 ※ 

付知町まちづくり協議会 
3 中津川市アートピア付知交芸プラザ ※ 

6 

4 馬籠ふるさと学校 ※ 

ＳＯＲＡｆａｍ 株式会社 5 馬籠総合グラウンド ※ 

6 馬籠ふれあい広場 ※ 
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7 7 中津川市民プール ※ 株式会社 コパン 

8 

8 中津川市民運動場 
三菱電機ライフサービス 株式会社 

中津川支店 
9 中津川市サンライフ 

10 中津川市サンライフ分館 

9 

11 中津川市東児童館 

学校法人 恵峰学園 
12 中津川市西児童館 

13 中津川市児童センター 

14 中津川市坂本ふれあい施設 

10 15 中津川市にぎわいプラザ駐車場 ※ 名鉄協商 株式会社 

11 
16 中津川駅前市営駐車場 ※ 

恵北ビル管理 株式会社 
17 中津川駅前広場市営駐車場 ※ 

（補正予算） 

１、令和５年度中津川市一般会計補正予算 

２、 〃 国民健康保険事業会計補正予算 

３、 〃 介護保険事業会計補正予算 

４、 〃 水道事業会計補正予算 

５、 〃 下水道事業会計補正予算 

６、 〃 病院事業会計補正予算 

※記者会見終了後、資料の一部修正がありました。 

お問い合わせ先 

総務部 総務課 担当者：内木 
 電話：0573-66-1111（内線441） 
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  令和 5 年 11 月 24 日 

令和５年１２月補正予算の概要 

■ 編成方針

１．国・県補助金等を活用しての事業実施 
国・県補助金等を活用して事業を実施します。 計 1,410 万円 

２．寄附金を財源としての備品購入等 
寄附者の意向に沿って、学校の備品等を購入します。 

  計 115 万円 

３．緊急対応が必要な事業 
不足するふるさと納税の返礼品代等を増額するほか施設の修繕など緊急対応が

必要な事業を実施します。 

 計 3 億 5,478 万円 

４．市有施設の運営経費の補正 
燃料価格等の高騰による施設運営経費の不足額を補正します。 

計 857 万円 

５．人件費の補正 
当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告等による人件費の補正を行います。 

計 4,792 万円 

■ 補正の規模 4 億 2,651 万円

 一般会計･･･････････････････････････････････････ 3 億 3,146 万円

 特別会計

国民健康保険事業会計（事業勘定）･･･････････････････ 266 万円 

国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）･････････ △584 万円 

介護保険事業会計 ･･･････････････････････････････････ 25 万円 

 企業会計

水道事業会計･････････････････････････････････････ 4,154 万円 

下水道事業会計･････････････････････････････････････ 130 万円 

病院事業会計･････････････････････････････････････ 5,514 万円 

※端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合があります。 

中津川市 定例記者会見資料 
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■ 補正の主な内容

１．国・県補助金等を活用しての事業実施 

 住民記録システムを改修（戸籍住民基本台帳事業） ··············· 5,445 千円
マイナンバー法等の改正に伴い、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名及びローマ

字表記を行うため、住民記録システムを改修します。 
・住民記録システム改修委託料 

 障害福祉サービス支給管理台帳作成システムを改修（障害者総合支援給付事業）

 ·························································· 385 千円 
障害福祉サービス等報酬改定に伴い、障害福祉サービス支給管理台帳作成システムを

改修します。 
・障害福祉サービス支給管理台帳作成システム改修委託料 

 法人保育所等の感染症対策経費等を補助（法人保育所事業） ······ 2,668 千円
国の補助金を活用し、法人保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に必要と

なる費用や保育業務に係るＩＣＴ化費用等を補助します。 
・新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業補助金 6 園 
・保育所等ＩＣＴ化推進等事業補助金 3 園 

 公立幼稚園の感染症対策用品を購入（公立幼稚園事業） ·········· 2,000 千円
県の補助金を活用し、公立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策に必要とな

る物品を購入します。 
・マスク、アルコール消毒液等 

 農業委員会委員等報酬を増額（農業委員会事業） ················ 3,597 千円
農地利用最適化交付金が当初の見込み額を上回って交付されることに伴い、農業委員

等への報酬を増額補正します。 
・農業委員会委員等報酬 

農業委員 19 人、農地利用最適化推進委員 33 人 

２．寄附金を財源としての備品購入等 

 小・中学校、保育園、こども園、幼稚園の備品を購入（小学校運営事業、小学校

教育充実事業、中学校運営事業、公立保育所事業、私立幼稚園助成事業） ·· 1,000 千円
■寄附者の意向：加子母・付知地区の教育・保育環境の充実のため
○寄附者 瀬戸市（付知町出身） 小南 誠 様 （R5.7.26） 1,000,000 円
・付知南小学校：気化式送風機、上皿自動秤 
・付知北小学校：タブレット端末用ヘッドセット、丸イス 
・加子母小学校：図書 
・付知中学校：黒板ふきクリーナー 
・加子母中学校：担架、ワイヤレスアンプ 
・付知保育園：トランポリン、CD デッキ、絵本 
・加子母こども園：テーブル、未満児用プール、絵本 
・付知のぞみ幼稚園：ブロック玩具 
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 小・中学校、こども園の備品を購入（小学校運営事業、中学校運営事業、公立保育所

事業） ····················································· 150 千円
■寄附者の意向：坂下地区の教育・保育環境の充実のため

○寄附者 昭和 38、39 年生まれ還暦を祝う会 会長 林 新平 様

（R5.9.20） 150,000 円 
・坂下小学校：ミニジャンピングボード 
・坂下中学校：デジタルカメラ 
・やさかこども園：傘立て、園児用食器 

３．緊急対応が必要な事業 

 若者世帯の住宅取得に対する補助金予算を増額（中津川に住もうサポート事業）

 ······················································· 17,500 千円 
当初の見積もりよりも多くの新婚さん住まいる応援事業補助金の申請が見込まれる

ため、増額補正し、若者世帯の住宅取得を支援します。 
・新婚さん住まいる応援事業補助金 

補助申請増加見込み件数 40 件 

新婚世帯の住宅取得に対して最大 500,000 円を補助 

 ふるさと納税の返礼品等に係る経費を増額（ふるさとづくり寄附金事業）・・・・・・・・ 

 ······················································ 164,112 千円 
ふるさと納税の年間寄附金額が予算を上回る見込みとなったため、返礼品に係る報償

費、通信運搬費などを増額します。 
・報償金（返礼品） 
・返礼品等の送料 
・ポータルサイト利用料等 

 ＪＲ東海からの補償費を基金に積み立て（リニア中央新幹線まちづくり基金管理事

業） ···················································· 78,399 千円
区画整理事業地内の坂本郵便局の建物等補償費は、関連するリニア事業との協議によ

り、ＪＲ東海が全額負担する（市を通じて日本郵便へ支払う）こととなっており、市は
建物移転工事の期間が R5、R6 年度の 2 年度に跨るため、各年度の補償費をそれぞれの
年度において収入する予定でしたが、ＪＲ東海からの申し出により、R5 年度に一括で収
入することとなったため、収入額のうち R6 年度支払い分をリニア中央新幹線まちづく
り基金に積み立てます。 
・リニア中央新幹線まちづくり基金積立金 

 【拡大】子どもの医療費無料化の対象拡大に向けた準備を実施（福祉医療事務

事業） ··················································· 2,411 千円
令和 6 年 4 月から子どもの医療費無料化の対象年齢を 18 歳までに拡大することに伴

い、福祉医療システムの改修、医療機関等への制度の周知、対象者へ申請案内及び受給
者証の交付等を行います。 
・福祉医療システム改修等委託料 
・会計年度任用職員、消耗品費、印刷製本費、郵送代 

 岐阜県医学生修学資金予算を増額（地域医療対策事業） ·········· 1,200 千円
岐阜大学医学部地域枠「地域医療コース」の本市からの入学者が当初見込みより多か

ったため、増額補正します。 
・1名分 
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 市有地崩落による被害等を補償（市有墓地整備管理事業） ········ 75,416 千円
令和5年 6月 2日の豪雨により発生した駒場青木墓地の法面崩落による被災者へ補償

を行います。また復旧工事の範囲にある墓地について移転補償を行います。 
・建物等補償金 
・墓地移転補償金 

 観光施設を補修（観光施設管理事業） ·························· 5,375 千円
付知峡倉屋温泉の設備が老朽化及び落雷により故障したため、修繕を行います。 
また、乙女渓谷キャンプ場及び道の駅賤母の浄化槽設備が老朽化により不調を来して

いるため、修繕を行います。 
・付知峡倉屋温泉 ガス式サウナ放射管交換工事 
・付知峡倉屋温泉 ヒートポンプタッチパネル等取替工事 1 台 
・乙女渓谷キャンプ場 浄化槽修繕工事 1 槽 
・道の駅賤母 浄化槽放流ポンプ等取替工事 2 基 

 退職消防団員へ退職報償金を支給（消防団員活動事業） ············ 558 千円
永年、地域防災の重責を担っていただいた消防団員に対し、中津川市非常勤消防団員

に係る退職報償金の支給に関する条例に基づき、退職報償金を支給します。 
・退職消防団員 2名のうち退職報償金支給対象者 2名（班長 1名、団員 1名） 

 公民館施設を補修（公民館総務事業）·························· 3,234 千円
坂下公民館のマンホールポンプが老朽化により故障したため、ポンプの交換を行いま

す。 
・マンホールポンプ更新工事 2 基 

 馬籠ふるさと学校を補修（公民館を拠点とした地域づくり事業） ····· 1,264 千円
馬籠ふるさと学校に破損、故障している箇所があるため、修繕を行います。 
・暖房器具更新工事 2 台 
・渡り廊下内装修繕 
・水道バルブ修繕 

 国民健康保険料システムを改修【国民健康保険事業会計（事業勘定）】 2,970 千円
令和6年 1月施行予定の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割及び所

得割保険料の免除制度に対応するため、国民健康保険料システムを改修します。 
・国民健康保険料システム改修委託料 

 機器購入費を増額【国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）】 ····· 2,342 千円
国民健康保険加子母歯科診療所のＸ線撮影装置及び画像処理装置購入にかかる予算

が不足するため増額補正します。 
・歯科用Ｘ線撮影装置及び画像処理装置 

４．市有施設の運営経費の補正 

燃料価格等の高騰により施設運営経費（燃料費・光熱水費・指定管理委託料）の不足が見

込まれるため、必要額を補正します。 

＜一般会計＞ 

 地域活性化施設管理事業 ···································· 576 千円

 公民館総務事業 ·········································· 1,015 千円
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 公民館を拠点とした地域づくり事業 ························ 2,085 千円

 苗木遠山史料館事業 ········································ 723 千円

 子ども科学館事業 ··········································· 38 千円

 文化施設管理運営事業 ···································· 1,259 千円

 体育施設維持管理事業 ···································· 2,870 千円

５．人件費の補正 

 職員給与費（全会計分） ································· 53,113 千円

■人事院勧告

・給料表の改定（平均 1.33％引き上げ） 

・期末手当（0.05 月分引き上げ） 

・勤勉手当（0.05 月分引き上げ） 

■職員の異動等に伴う補正

■共済負担金率の変更等に伴う共済費の補正

 議会運営事業 ·············································· 958 千円

■議員期末手当（0.1 月分引き上げ）

 人件費の補正に伴う他会計繰出金 ························ △6,155 千円

■繰越明許費の補正

 以下の事業について、それぞれの事情により事業完了が翌年度となるため、やむを得ず繰り越して

執行します。繰越明許費の補正額は、一般会計で 142,234 千円です。 

◆一般会計＜追加＞ 142,234 千円 

① 道路新設改良事業 ················································ 39,000 千円

中津 537 号線道路改良工事について、公安協議の結果、道路の修正設計及び関係機関

協議に 6か月を要し、年度内に完了することが困難となったため。 

② リニア中央新幹線関連道路整備事業 ······························· 100,000 千円

東濃東部都市間連絡道路整備工事について、用地境界の確定に係る地権者の同意を得

るのに期間を要し、年度内に完了することが困難となったため。 

③ 公民館総務事業 ··················································· 3,234 千円

坂下マンホールポンプ更新について、資材の納品に期間を要し、年度内に完了するこ

とが困難であるため。 
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■ 補正予算の規模（会計別）

■ 一般会計総括表

（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

44,687,415 331,456 45,018,871

7,684,308 △3,180 7,681,128

うち事業勘定 7,369,179 2,663 7,371,842

うち直営診療施設勘定 315,129 △5,843 309,286

9,447,875 253 9,448,128

17,132,183 △2,927 17,129,256

4,268,973 41,535 4,310,508

5,685,219 1,303 5,686,522

11,912,565 55,141 11,967,706

21,866,757 97,979 21,964,736

1,304,358 1,304,358

84,990,713 426,508 85,417,221合　　　　　　計

計

計

下 水 道 事 業 会 計

令和5年度　中津川市歳入歳出予算総括表　【12月補正】

会　     　計   　  　別

一　　般　　会　　計

補正されなかった会計にかかる額

特
　
別
　
会
　
計

企
業
会
計

介 護 保 険 事 業 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

(単位：千円)

款 補正前の額 補正額 計 款 補正前の額 補正額 計

15 国 庫 支 出 金 6,095,151 7,179 6,102,330 01 議 会 費 227,832 7,974 235,806

16 県 支 出 金 2,952,839 4,597 2,957,436 02 総 務 費 4,071,449 266,847 4,338,296

18 寄 附 金 1,005,238 331,150 1,336,388 03 民 生 費 12,510,064 △36,502 12,473,562

19 繰 入 金 3,454,286 2,002 3,456,288 04 衛 生 費 6,072,837 53,159 6,125,996

20 繰 越 金 1,155,448 △93,205 1,062,243 06 農 林 費 2,200,726 792 2,201,518

21 諸 収 入 1,504,795 79,733 1,584,528 07 商 工 費 1,356,981 12,620 1,369,601

08 土 木 費 7,174,999 △9,787 7,165,212

09 消 防 費 1,482,207 △6,772 1,475,435

10 教 育 費 4,643,013 43,125 4,686,138

28,519,658 28,519,658 4,947,307 4,947,307

計 44,687,415 331,456 45,018,871 計 44,687,415 331,456 45,018,871

令和5年度一般会計予算総括表【12月補正】

歳　　　　入 歳　　　　出

補正されなかった款にかかる額 補正されなかった款にかかる額
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■ 一般会計の補正概要（歳入）

款 金額（千円） 内  容 

国庫支出金 7,179 
・社会保障・税番号制度システム整備事業費 5,445 千円 

・障害者総合支援給付事業費 173 千円 

・保育対策総合支援事業費  1,561 千円 

県支出金 4,597 
・農地利用最適化交付金 3,597 千円 

・教育支援体制整備事業費  1,000 千円 

寄附金 331,150 

・総務管理費寄附金 330,000 千円 

・児童福祉費寄附金 300 千円 

・小学校費寄附金 425 千円 

・中学校費寄附金 300 千円 

・幼稚園費寄附金 125 千円 

繰入金 2,002 ・公共施設整備運営基金繰入金 2,002 千円 

繰越金 △93,205 （財源調整） 

諸収入 79,733 
・建物損害保険金 776 千円 

・消防本部 558 千円 

・土木費受託事業収入 78,399 千円 

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款 金額（千円） 内  容 

議会費 7,974
・職員給与費 7,016 千円 

・議会運営事業 958 千円 

総務費 266,847

・職員給与費 1,391 千円 

・中津川に住もうサポート事業 17,500 千円 

・ふるさとづくり寄附金事業 164,112 千円 

・リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 78,399 千円 

・戸籍住民基本台帳事業 5,445 千円 

民生費 △36,502

・職員給与費 △42,493 千円 

・障害者総合支援給付事業 385 千円 

・福祉医療事務事業 2,411 千円 

・介護保険事業会計繰出金事業（地域支援事業） △67 千円 

・介護保険事業会計繰出金事業（介護保険事業） 601 千円 

・公立保育所事業 300 千円 

・法人保育所事業 2,668 千円 

・国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金事業 △307 千円 
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款 金額（千円） 内  容 

衛生費 53,159

・職員給与費 △17,595 千円 

・地域医療対策事業 1,200 千円 

・市有墓地整備管理事業 75,416 千円 

・市民病院繰出金事業 1,625 千円 

・坂下診療所繰出金事業 57 千円 

・坂下老人保健施設繰出金事業 101 千円 

・国民健康保険事業会計（直診勘定）繰出金事業 △8,185 千円 

・水道事業会計繰出金事業 540 千円 

農林費 792
・職員給与費 △3,381 千円 

・農業委員会事業 3,597 千円 

・地域活性化施設管理事業 576 千円 

商工費 12,620
・職員給与費 7,245 千円 

・観光施設管理事業 5,375 千円 

土木費 △9,787
・職員給与費 △9,267 千円 

・下水道事業会計（公共分）繰出金事業 △400 千円 

・下水道事業会計（特環分）繰出金事業 △120 千円 

消防費 △6,772
・職員給与費 △7,330 千円 

・消防団員活動事業 558 千円 

教育費 43,125

・職員給与費 27,787 千円 

・小学校運営事業 300 千円 

・小学校教育充実事業 125 千円 

・中学校運営事業 300 千円 

・公立幼稚園事業 2,000 千円 

・私立幼稚園助成事業 125 千円 

・公民館総務事業 4,249 千円 

・公民館を拠点とした地域づくり事業 3,349 千円 

・苗木遠山史料館事業 723 千円 

・子ども科学館事業 38 千円 

・文化施設管理運営事業 1,259 千円 

・体育施設維持管理事業 2,870 千円 
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■ 特別会計・企業会計の補正概要

会計 金額（千円） 内  容 

国民健康保険事業会計 

（事業勘定） 
2,663

・職員給与費 △307 千円 

・総務管理事業 2,970 千円 

国民健康保険事業会計 

（直営診療施設勘定） 
△5,843

・職員給与費 △8,185 千円 

・加子母歯科機械器具費 2,342 千円 

介護保険事業会計 253 ・職員給与費 253 千円 

水道事業会計 41,535 ・職員給与費 41,535 千円 

下水道事業会計 1,303 ・職員給与費 1,303 千円 

病院事業会計 55,141

【市民病院】 

・給与費 50,461 千円 

【坂下診療所】 

・給与費 1,692 千円 

【坂下老人保健施設】 

・給与費 2,988 千円 

お問い合わせ先 

総務部 財政課 担当者：可知 

 電話：0573-66-1111（内線 431） 
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№ 日　時 行事名・(場所) 内　　　　　　容 お問い合わせ先

1

11月29日(水)
～３日(日)

10:00～17:00
最終日14:00まで

第71回中津川市民展
入賞作品特別展

(ひと・まちテラス１階)

中津川市民展で市長賞、議長賞、教
育長賞に選ばれた作品を展示します。

文化振興課
(内線4318)担

当:入曽

2
２日(土)

13:00～15:00
阿木文化連盟文化祭

(阿木公民館)

民謡や日本舞踊などの踊りやマンド
リンの演奏、フラワーアレンジメント
や油絵の展示を行います。

阿木事務所
(0573-63-2001)

3
２日(土)

13:30～15:00
木のことを知る講座

(ひと・まちテラス３階)

木や森に深く関わっている方を招
き、木について学ぶ講座を開催しま
す。今回は、市長とひと・まちテラス
所長が「中津川の森林文化」について
対談します。
※事前申込不要

ひと・まちテラス
(内線4522)

4
３日(日)

9:30～14:30
六斎市

(中山道中津川宿かいわい)

ゲストにアニメ「ドラえもん」の主
題歌などを歌い、親しまれている山野
さと子さんをお迎えして、ひと・まち
テラス内で「六斎市クリスマスコン
サート」を開催します。

中津川商工会議所
(0573-65-2154)

5
８日(金)
10:00～

市議会本会議
(議場)

　一般質問
議会総務課
(内線503)
担当:中神

6
９日(土)

9:00～11:00
ファーマーズマーケット

(ひと・まちテラス)

中津川市産の新鮮でおいしい農産物
や農産加工品を、生産者自身が持ち
寄って直売する朝市です。

農業振興課
(内線239)
担当:熊谷

7
10日(日)

開演11:00～
(開場10:30)

第49回東濃歌舞伎大会
(東美濃ふれあいセンター)

「岐阜の宝もの」の認定を受けてい
る東濃の地歌舞伎と芝居小屋。恒例の
東濃歌舞伎大会を開催します。
※入場料:1,000円（中学生以下無料）

文化振興課
(内線4316)
担当:長瀬　

8
10日(日)

13:00～16:35
(予定)

第28回ブラスバンド
フェスティバル

(中津川文化会館)

消防団活性化事業の一環として、市
消防音楽隊､市消防協会ラッパ隊､福岡
分団消防音楽隊エル・ジェ、市内高校
４校の吹奏楽部とギター・マンドリン
部が出演するブラスバンドフェスティ
バルを開催します。
※入場料無料

消防本部警防課
(0573-66-1194
担当:横井

9
11日(月)
10:00～

市議会本会議
(議場)

　一般質問
議会総務課
(内線503)
担当:中神

10
12月中旬
～２月末

ＪＲ坂下駅
イルミネーション

(坂下駅前)

坂下地区のボランティアグループ
「チャームメイツ」が設置したイルミ
ネーションが、冬の坂下駅を彩りま
す。

坂下公民館
(0573-75-3115)

主な行事予定【令和５年１２月】

凡
例

　イベント、文化・スポーツ行事

　市関連の行事

　その他
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№ 日　時 行事名・(場所) 内　　　　　　容 お問い合わせ先

11
17日(日)

13:00～17:00
(予定)

蛭川歌舞伎公演
(「蛭子座」蛭川公民館)

地域の幅広い年代の方が役者として
多数出演する地歌舞伎公演を開催しま
す。
※入場無料

蛭川歌舞伎保存会
(0573-45-2211)

12
21日(木)
11:00～

12月定例記者会見
(市役所４階大会議室)

　12月の定例記者会見を開催します。
広報広聴課
(内線313)

担当:小林しのぶ

13
22日(金)
10:00～

市議会本会議
(議場)

　最終日
議会総務課
(内線503)

担当:中神茂実

14
25日(月)

～30日(土)
年末特別夜警
(市内各地)

消防団が市内各地で火災予防年末特
別夜警を実施します。28日(木)には消
防団員激励のため、市長などが市内を
巡視します。

消防本部警防課
(0573-66-1194)
担当:横井康人

15 28日(木) 仕事納め
　広報なかつがわ12月号11ページに年末年始の業務のご案
内を掲載しています。
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　学校独自の行事(田植え・読み聞かせ等)
　安全に関わる行事(交通安全教室・避難訓練等)
　校外活動に関わる行事(遠足・修学旅行等)
　その他

№ 学校名 日・時 行事・活動名 場　　所 内　　容

1
落合

中学校
２日(土)

9:00～12:00
音楽会 中津川文化会館 　全校生徒が合唱を発表します。

2
付知南
小学校

６日(水)
9:20～11:10

３年生
木育

音楽室
理科室

　市環境政策課の協力を得て、木の枝
や実を使ったパチンコ台を制作しま
す。

3
蛭川

小学校
６日(水)

10:40～12:20

４年生
ひびきあい活動

手話講座
家庭科室

　岐阜県手話サークル協議会の方を講
師に、手話講座を開催します。耳の不
自由な方への理解とコミュニケーショ
ンについて学びます。

4
坂本

中学校
６日(水)

10:40～12:30
芸術鑑賞会 体育館

　全校生徒が、中津川市観光大使で新
日本フィルハーモニー交響楽団員の吉
鶴洋一氏の演奏を聴きます。

5
付知南
小学校

６日(水)
12:50～13:00

税のはがき表彰式 校長室
　中津川法人会主催の税のはがきコン
クールで入賞した児童の表彰式を行い
ます。

6
蛭川

小学校
７日(木)

8:40～10:20
ひるかわ

かるた大会
体育館

　蛭川地域の発展に貢献した人物、歴
史的遺産、自然、文化を学びながら楽
しめる「ひるかわかるた」の大会を開
催します。

7
付知南
小学校

７日(木)
9:20～11:10

くむんだー 体育館

　低学年が付知町優良材生産研究会の
協力を得て、木のジャングルジムを
「かけづくり」という技法を使って組
み立てます。

8
付知

中学校
７日(木)

10:00～10:46
中間まとめの会

２年２組教室
ほか

　市教育委員会「教育課題推進指定」
の中間まとめの会を実施します。

9
落合

中学校
12日(火)

11:20～12:10
人権講演会 体育館

　岐阜県人権問題懇話会会長の藤田敬
一先生をお招きし、人権講演会を開催
します。いのちをテーマに全校で考え
ます。

10
落合

中学校
13日(水)

9:20～10:10
全校道徳 体育館

　人権週間に伴い、全校で道徳の授業
を行います。学習指導部が企画立案し
た内容で学習します。

11
付知

中学校
13日(水)

14:30～15:20
家庭教育講演会 体育館

　本校の栄養士が講師となり、中学生
の成長期に必要な栄養などについて全
校生徒と保護者向けの講演会を開催し
ます。

12
蛭川

小学校
14日(木)

10:40～11:25
ひびきあい

集会
体育館

　人権に関する取り組み「ひびきあい
活動」の成果を学年ごとに発表しま
す。人権川柳の優秀作品も披露しま
す。

市内小中学校の主な行事・活動【令和５年１２月】

凡
例
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№ 学校名 日・時 行事・活動名 場　　所 内　　容

13
加子母

小・中学校
16日(土)

13:00～15:00
加子母小・中学校

教育講演会
かしも明治座

　交通事故で左足を失いながらも、プ
ロのダンサーとして活躍している大前
光市さんの講演を聴きます。

14
東

小学校
18日(月)

14:00～14:45
５年生

プログラミング教室
５年生教室

　５年生の児童が、中津商業高校の生
徒からプログラミングの基礎を教えて
もらいます。

15
付知

中学校
20日(水)

13:30～16:00
付知と自分を語る会 教室ほか

　総合的な学習の３年間のまとめとし
て、３年生一人一人が全校生徒と地域
の方に向けて、地域に対する提言を発
表します。

16
坂本

中学校
22日(金)

13:50～14:40
命の授業 体育館

　前田動物病院の前田獣医師から、命
の尊さについてお話を聞きます。

　ここに掲載させていただいたものは、全て11月16日時点での予定であり、変更の可能性があります。取材をしていただけ
る場合は、直接学校にお問い合わせの上、期日・時間・場所・内容などの詳細についてご確認ください。また、事前に取材
申し込みをしていただいた上で訪問をしていただきますようお願いいたします。
　中津川市教育委員会　学校教育課　担当：伊藤　　0573-66-1111（内線4236）
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№ 園名 日・時 行事・活動名 場所 内容

1
神坂

幼稚園
２日(土)

9:00～13:00
家族参観日 遊戯室

  園児が太鼓演奏やオペレッタを披露しま
す。また、職員や保護者による発表や餅つ
きも予定しており、家族そろって参観して
いただきます。

2
阿木

こども園
８日(金)
10:00～

祖父母参観日
観劇会

遊戯室
  人形劇団「ぽけっと」による腹話術「ど
らちゃん」と、人形劇「花咲かじいさん」
を祖父母と一緒に鑑賞します。

3
苗木

保育園
15日(金)

9:30～11:00
クリスマス会 遊戯室

  苗木事務所の職員扮するサンタが、保育
園のクリスマス会に登場します。地元の演
奏グループ「ＦＪＯ」による生演奏も実施
されます。

園の主な行事・活動 【令和５年１２月】

凡
例

　保護者が関わる行事・活動

　地域・関係機関と連携した行事

　その他

　ここに記載したものは、全て現時点での予定ですので、期日・時間・内容などの変更の可能性を多分に含んでおります。取
材をされる場合には、直接お問い合わせの上、期日・時間・場所・内容などの変更の有無、内容の詳細などについてご確認く
ださい。また、事前に取材申込をしていただいた上で訪問をしていただきますようお願いいたします。

 　中津川市教育委員会　幼児教育課　担当：田中　　0573－66－1111（内線4255）
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